
を

ま
つ
り
ご
と

「
天
つ
日
継
」
と
「
食
す
国
の
政
」
―
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
と
オ
ホ
サ
ザ
キ
―

吉

田

修

作

序
「
天
つ
日
継
」
と
「
食
す
国
の
政
」
に
つ
い
て
、
別
稿
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

み

け

ホ
ム
ダ
ワ
ケ
（
応
神
）
が
ア
マ
テ
ラ
ス
と
御
食
津
大
神
に
関
わ
り
、
日
の
御
子
の
資
格
と
御
饌
つ
国
か
ら
の
贈
与
を
受
け
た
こ
と

を

は
、
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
の
御
子
の
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
と
オ
ホ
サ
ザ
キ
（
仁
徳
）
が
、「
天
つ
日
継
」
と
「
食
す
国
の
政
」
と
の
分

掌
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
く
と
捉
え
ら
れ
る

（
１
）。

つ
ま
り
、
古
事
記
仲
哀
記
で
「
御
子
」
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
（
応
神
）
が
関
わ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
後
の
応
神
記
で
二
人
の
皇
子
、
ウ
ヂ
ノ

ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
と
オ
ホ
サ
ザ
キ
（
仁
徳
）
に
繋
が
っ
て
い
く
、
と
い
う
よ
う
に
古
事
記
は
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
別
稿
で
考
え
た
こ
と
を
展
開
し
て
い
く
。
周
知
の
よ
う
に
、
応
神
記
で
は
天
皇
が
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
、
オ
ホ

サ
ザ
キ
の
二
皇
子
に
兄
弟
の
年
長
、
年
少
の
い
ず
れ
が
愛
し
い
か
を
問
う
て
、
三
兄
弟
の
皇
子
、
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
、
ウ

ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
に
そ
れ
ぞ
れ
「
海
山
の
政
」、「
食
す
国
の
政
」、「
天
つ
日
継
」
と
い
う
分
掌
を
与
え
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
応
神
天
皇
崩
御
後
、
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
が
反
乱
を
企
て
る
が
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
の
助
言
に
従
っ
た
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
手
に
よ
っ一



て
殺
害
さ
れ
、ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
と
オ
ホ
サ
ザ
キ
と
が
天
皇
の
位
の
譲
り
合
い
の
末
、ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
が
古
事
記
で
は「
崩
」、

日
本
書
紀
で
は
「
自
死
」
し
た
た
め
に
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
が
仁
徳
と
し
て
即
位
し
た
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
結
末
に
つ
い
て
、
実
際
は
オ

ホ
サ
ザ
キ
が
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
を
殺
害
し
た
と
い
う
よ
う
な
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る

（
２
）

が
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
の
記
述
を
歴
史
的

く
み

実
体
に
還
元
す
る
方
法
に
は
与
し
な
い
。
本
稿
で
は
特
に
古
事
記
の
記
述
を
中
心
に
、
日
本
書
紀
と
比
較
し
つ
つ
、
何
故
に
ウ
ヂ
ノ
ワ

キ
イ
ラ
ツ
コ
と
オ
ホ
サ
ザ
キ
と
が
「
天
つ
日
継
」
と
「
食
す
国
の
政
」
の
分
掌
を
命
じ
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
よ
り
、

中
巻
応
神
記
か
ら
下
巻
仁
徳
記
へ
の
継
承
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
く
。

一
、「
天
つ
日
継
」
と
「
天
の
下
」

ま
ず
、
応
神
記
の
他
の
「
天
つ
日
継
」「
日
継
」
を
示
す
用
字
例
を
古
事
記
、
日
本
書
紀
か
ら
検
索
す
る
。

あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ

か

（
天
武
天
皇
は
）
清
原
大
宮
に
し
て
、
昇
り
て
天
つ
位
に
即
き
ま
し
き
。
…
…
天
統
を
得
て
八
荒
を
包
ね
た
ま
ひ
き
。
…
…
即

ち
、
阿
礼
に
勅
語
し
て
、
帝
皇
日
継
と
先
代
旧
辞
と
を
誦
み
習
は
し
め
た
ま
ひ
き
。（
古
事
記
序
）

み
こ
と

ま
に
ま

や
つ
か
れ

す
み
か

（
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
）「
此
の
葦
原
中
国
は
、
命
の
随
に
既
に
献
ら
む
。
唯
に
僕
の
住
所
の
み
は
、
天
つ
神
御
子
の
天
津
日
継
知

み

す

も
も

ら
す
と
だ
る
天
の
御
巣
の
如
く
し
て
、
底
津
石
根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
、
高
天
原
に
氷
木
た
か
し
り
て
、
治
め
賜
は
ば
、
僕
は
、
百

や

そ

で

足
ら
ず
八
十

く
ま

手
に
隠
り
て
侍
ら
む
。
…
…
」（
神
代
記
）

さ

天
皇
崩
り
ま
し
し
後
に
、
木
梨
之
軽
太
子
の
日
継
を
知
ら
す
こ
と
を
定
め
た
る
に
、（
允
恭
記
）

い
ち
の
へ
の
お
し
は
わ
け
の

故
、
天
皇
の
崩
り
ま
し
し
後
に
、
天
の
下
を
治
む
べ
き
王
な
し
。
是
に
日
継
知
ら
さ
む
王
を
問
ひ
て
、
市
辺
忍
歯
別
王
の
妹
、

お
し
ぬ
み
の
い
ら
つ
め

い
ひ
と
よ
の

つ
の
さ
し
の

忍
海
郎
女
、
亦
の
名
は
飯
豊
王
を
葛
城
の
忍
海
の
高
木
角
刺
宮
に
坐
し
き
。（
清
寧
記
）

二



お
ほ
け
の

故
、
天
皇
崩
り
ま
す
に
、
即
ち
意
富
祁
命
、
天
津
日
続
を
知
ら
し
き
。（
顕
宗
記
）

天
皇
既
に
崩
り
ま
す
に
、
日
続
を
知
ら
す
べ
き
王
な
し
。（
武
烈
記
）

お
き
な
が
た
ら
し
ひ
ひ
ろ
ぬ
か
の

み
も

お
こ

し
の
び
ご
と
た
て
ま
つ

甲
午
に
、
初
め
て
息
長
足
日
広
額
天
皇
の
喪
を
発
す
。
…
…
乙
未
に
、
息
長
山
田
公
、
日
継
を
奉

誄
る
。（
皇
極
元
年
一
二

月
）

み
け

み

ね

じ
き
く
わ
う
し

す
め
ら
み
お
や
た
ち

あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ

し
の
び
ご
と
た
て
ま
つ

殯
宮
に
嘗
た
て
ま
つ
り
て
慟
哭
た
て
ま
つ
る
。
…
直
広
肆
当
麻
真
人
智
徳
、
皇
祖
等
の
騰
極
の
次
第
を
奉

誄
る
。
礼
な
り
。

古
に
は
日
継
と
云
ふ
な
り
。（
持
統
二
年
八
月
〜
一
一
月
）

右
の
「
天
つ
日
継
」「
日
継
」
の
用
字
例
か
ら
は
、
特
に
古
事
記
に
お
い
て
そ
の
序
文
と
神
代
記
を
除
く
と
天
皇
崩
御
後
の
不
安
定

な
時
期
に
見
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
書
紀
で
は
、
天
皇
崩
御
後
の
喪
や
殯
宮
の
誄
の
中
で「
日
継
」

が
奉
ら
れ
る
用
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
序
文
、
神
代
記
、
応
神
記
を
除
く
古
事
記
の
「
天
つ
日
継
」「
日
継
」
の
用
字
例
は
、
天
皇
崩

御
後
の
危
機
的
状
況
の
中
で
、
次
期
天
皇
に
関
し
て
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
書
紀
の
用
字
例
で
は
崩
御
し
た
天
皇
の
事
跡
を

称
え
る
要
素
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
た
だ
し
、
日
本
書
紀
に
お
い
て
は
、
神
武
即
位
前
紀
の
「
大
業
」「
基
業
」「
天
業
」
な

ど
を
ア
マ
ツ
ヒ
ツ
ギ
、
各
天
皇
の
「
即
帝
位
」
を
ア
マ
ツ
ヒ
ツ
ギ
シ
ロ
シ
メ
ス
と
訓
じ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
用
字
例
を
含
め
れ
ば
、
日

本
書
紀
の
ア
マ
ツ
ヒ
ツ
ギ
の
用
例
は
一
般
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

右
の
「
天
つ
日
継
」「
日
継
」
の
用
字
例
に
比
し
て
、
応
神
記
で
応
神
天
皇
が
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
に
「
天
つ
日
継
」
を
知
ろ
し

め
す
よ
う
に
命
じ
た
の
は
特
異
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
だ
、
応
神
記
で
天
皇
が
三
人
の
皇
子
に
そ
の
役
割
の
分
掌
を
命
じ
た
の

は
、
い
ず
れ
起
こ
る
で
あ
ろ
う
王
権
の
危
機
を
察
知
し
て
い
た
と
も
読
め
る
。
実
際
、
天
皇
崩
御
後
に
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
の
反
乱
が
起
こ

る
。

天
皇
の
崩
り
ま
し
し
後
に
、
大
雀
命
は
天
皇
の
命
に
従
ひ
て
、
天
の
下
を
宇
遅
能
和
紀
郎
子
に
譲
り
き
。
是
に
、
大
山
守
命
は
、

「天つ日継」と「食す国の政」―ウヂノワキイラツコとオホサザキ―
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天
皇
の
命
に
違
ひ
て
、
猶
天
の
下
を
獲
む
と
欲
ひ
て
（
応
神
記
）

こ
こ
で
は
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
と
オ
ホ
サ
ザ
キ
と
が
「
天
の
下
」
を
譲
り
合
っ
て
い
る
間
に
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
の
反
乱
と
な
る
。
さ

ら
に
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
の
反
乱
鎮
圧
後
も
、
二
人
は
「
天
の
下
」
を
譲
り
合
っ
た
と
い
う
。「
天
の
下
」
の
用
例
は
「
日
継
」
と
相
違
し

て
古
事
記
な
ど
に
頻
出
す
る
一
般
的
な
語
で
あ
る
。「
日
継
」
は
「
天
の
下
」
と
重
な
る
位
相
を
有
し
な
が
ら
、
微
妙
な
差
異
も
あ
る（

３
）。

二
人
の
皇
子
が
位
を
譲
り
合
う
と
い
う
例
は
古
事
記
に
他
に
も
見
ら
れ
る
。

神
武
天
皇
崩
御
後
の
タ
ギ
シ
ミ
ミ
の
乱
を
鎮
定
し
た
カ
ミ
ヤ
ヰ
ミ
ミ
と
カ
ミ
ヌ
ナ
カ
ハ
ミ
ミ
の
兄
弟
の
間
で
、
兄
カ
ミ
ヤ
ヰ
ミ
ミ
が

弟
カ
ミ
ヌ
ナ
カ
ハ
ミ
ミ
に
譲
っ
て

な
が
み
こ
と

か
み

や
つ
か
れ

い
は
ひ
び
と

「
…
…
是
を
以
て
、
汝
命
、
上
と
為
り
て
天
の
下
を
治
め
よ
。
僕
は
汝
命
を
扶
け
、
忌
人
と
為
り
て
仕
へ
奉
ら
む
」

と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
日
継
」
で
は
な
く
弟
が
「
天
の
下
」
を
治
め
、
兄
が
「
忌
人
」
と
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
で
決
着
す
る
。

も
う
一
例
は
清
寧
記
で
オ
ケ
、
ヲ
ケ
の
兄
弟
が
譲
り
合
い
、
兄
が
弟
に
「
汝
命
、
先
づ
天
の
下
を
治
め
よ
」
と
譲
っ
た
の
で
ヲ
ケ
が
先

に
皇
位
に
就
い
た
と
い
う
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、「
天
の
下
」
を
治
め
る
よ
う
に
兄
が
弟
に
譲
る
と
い
う
ケ
ー
ス
で
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ

ラ
ツ
コ
と
オ
ホ
サ
ザ
キ
の
場
合
と
は
結
果
的
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。

前
掲
の
「
天
津
日
継
」
の
用
例
で
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
神
代
記
の
場
合
は
ど
う
か
。
神
代
記
で
「
天
つ
神
御
子
の
天
津
日
継
知
ら

す
…
…
」
と
あ
る
「
天
つ
神
御
子
」
は
神
代
記
や
神
武
記
に
散
見
す
る
語
で
、
「
天
つ
神
」
の
系
譜
に
繋
が
っ
て
「
天
津
日
継
知
ら
す
」

と
な
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
発
話
が
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
王
権
の
外
部
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
要
す
る
に
、「
天
津
日
継
知
ら
す
」
と
い
う
こ
と
ば
は
外
部
か
ら
贈
与
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
面
で
は

前
掲
の
日
本
書
紀
の
天
皇
の
喪
や
殯
宮
に
お
け
る
臣
下
か
ら
の
「
誄
」
な
ど
と
位
相
を
同
じ
く
す
る
。
そ
れ
が
ま
た
、「
天
の
下
を
知

ら
す
」
と
の
差
異
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
万
葉
集
に
お
け
る
「
天
日
継
」
の
用
例
は
五
例
で
、
こ
れ
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

四



人
麻
呂
歌
な
ど
の
宮
廷
歌
に
は
な
く
、
家
持
歌
に
の
み
見
ら
れ
る
特
徴
と
さ
れ
る
。

葦
原
の

瑞
穂
の
国
を

天
降
り

知
ら
し
め
し
け
る

す
め
ろ
き
の

神
の
命
の

御
代
重
ね

天
乃
日
嗣
等

知
ら
し
来
る

よ

も

君
の
御
代
御
代

敷
き
ま
せ
る

四
方
の
国
に
は
…
…
（
一
八
・
四
〇
九
四
）

高
御
座

安
麻
乃
日
嗣
等

天
の
下

知
ら
し
め
し
け
る

す
め
ろ
き
の

神
の
命
の

か
し
こ
く
も

始
め
た
ま
ひ
て

貴
く

も

定
め
た
ま
へ
る

み
吉
野
の

こ
の
大
宮
に
…
…
（
一
八
・
四
〇
九
八
）

…
…
あ
き
づ
島

大
和
の
国
の

橿
原
の

畝
傍
の
宮
に

宮
柱

太
し
り
立
て
て

天
の
下

知
ら
し
め
し
け
る

す
め
ろ
き

の

安
麻
能
日
継
等

継
ぎ
て
来
る

神
の
御
代
御
代
…
…
（
二
〇
・
四
四
六
五
）

右
三
例
で
他
の
二
例
は
省
略
す
る
が
、
特
に
右
の
一
例
目
、
陸
奥
国
出
金
詔
書
賀
歌
は
続
日
本
紀
宣
命
一
三
詔
に
応
じ
た
も
の
で
、

そ
の
宣
命
に
も
「
天
日
嗣
」
の
語
が
四
回
使
用
さ
れ
て
い
る
。
小
野
寛
は
、
右
の
家
持
歌
が
、
宮
廷
歌
人
の
伝
統
的
表
現
を
踏
ま
え
な

が
ら
も
、「
天
日
嗣
」な
ど
の
語
句
を
詠
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
始
原
以
来
の
皇
統
の
神
聖
性
を
捉
え
直
し
た
と
評
価
し
、
さ
ら
に
、「
天

日
嗣
」
が
本
来
「
神
聖
な
る
継
承
者
」
の
意
で
あ
っ
た
も
の
が
、
次
第
に
帝
位
の
別
称
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
の
指
摘
を
し
て
い

る（
４
）。

小
野
論
文
の
「
天
日
嗣
」
の
語
義
の
変
容
説
に
従
え
ば
、「
天
日
嗣
」
の
語
が
一
三
詔
を
含
め
た
続
日
本
紀
宣
命
に
頻
出
し
、
前

述
し
た
日
本
書
紀
の
「
即
帝
位
」
の
表
記
で
ア
マ
ツ
ヒ
ツ
ギ
シ
ロ
シ
メ
ス
と
訓
読
す
る
な
ど
の
慣
用
的
表
現
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
理

解
さ
れ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
古
事
記
で
は
天
皇
崩
御
後
と
い
う
状
況
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と

を

は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
上
に
お
い
て
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
が
分
治
を
命
じ
ら
れ
た
「
食
す
国
の
政
」
の
「
食

す
国
」
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
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に
へ

二
、「
食
す
国
」
と
「
贄
」

こ
れ
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
食
す
国
」
と
い
う
語
句
は
万
葉
集
や
続
日
本
紀
宣
命
に
散
見
す
る
。

あ
ら
た
へ

や
す
み
し
し

わ
ご
大
王

高
照
ら
す

日
の
皇
子

荒
栲
の

藤
原
が
う
へ
に

食
す
国
を

見
し
給
は
む
と

…
…
（
万
葉

集

一
・
五
〇
）

…
…
わ
ご
王

皇
子
の
命
の

天
の
下

知
ら
し
め
し
め
せ
ば

春
花
の

貴
か
ら
む
と

望
月
の

満
し
け
む
と

天
の
下

よ

も

〈
一
は
云
は
く
食
す
国
〉

四
方
の
人
と

…
…
（
二
・
一
六
七
）

あ
づ
ま

み

い
く
さ

…
…
天
の
下

治
め
給
ひ
〈
一
は
云
は
く
、掃
ひ
給
ひ
て
〉
食
す
国
を

定
め
た
ま
ふ
と

鶏
が
鳴
く

吾
妻
の
国
の

御
軍
士

を

召
し
給
ひ
て

…
…
（
一
・
一
九
九
）

な
が
ら

…
…
長
柄
の
宮
に

真
木
柱

太
高
敷
き
て

食
す
国
を

治
め
た
ま
へ
ば

…
…
（
六
・
九
二
八
）

や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
の
食
す
国
は
倭
も
此
処
も
同
じ
と
そ
思
ふ
（
六
・
九
五
六
）

わ
ざ

め

…
…
天
皇
が
御
代
御
代
、
天
つ
日
嗣
高
御
座
に
坐
し
て
治
め
賜
ひ
慈
し
び
賜
ひ
来
る
食
す
国
天
の
下
の
業
…
…
聞
し
看
す
食
す
国

あ
づ
ま

か
た

の
中
の
東
の
方
武
蔵
国
に
…
…
（
慶
雲
四
年
七
月
一
七
日

四
詔
）

す
め
み
ま

…
…
吾
孫
の
知
ら
さ
む
食
す
国
天
の
下
と
…
…
四
方
の
食
す
国
天
の
下
の
政
を
…
…
此
食
す
国
天
の
下
は
…
…
天
日
嗣
高
御
座
の

業
食
す
国
天
の
下
の
政
を
…
…
四
方
の
食
す
国
の
年
豊
に
…
…
食
す
国
天
の
下
の
業
を
…
…
此
食
す
国
天
の
下
を
撫
で
賜
ひ
慈
し

び
賜
は
く
ば
…
…
（
神
亀
元
年
二
月
四
日

五
詔
）

…
…
食
す
国
天
の
下
の
業
…
…
聞
し
看
す
食
す
国
の
中
の
東
の
方
陸
奥
国
の
小
田
郡
に
…
…
食
す
国
天
の
下
の
諸
国
…
…
食
す
国

天
の
下
の
諸
国
…
…
食
す
国
天
の
下
を
ば
撫
で
賜
ひ
恵
し
び
賜
ふ
…
…
（
天
平
勝
宝
元
年
四
月
一
日

一
三
詔
）
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右
は
「
食
す
国
」
の
用
例
の
一
部
だ
が
、
大
体
の
傾
向
は
掴
め
る
。「
食
す
国
」
は
人
麻
呂
歌
な
ど
に
も
見
ら
れ
、「
天
の
下
」
の
範

よ
も
の

疇
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、「
四
方
国
」、
諸
国
や
東
、
陸
奥
、「
遠
の
朝
廷
」
な
ど
の
地
方
に
対
す
る
場
合
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
認
め

ら
れ
る
。「
食
す
国
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
様
々
に
説
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
古
事
記
伝
で
は

ミ
ユ

キ
ク

シ
ル

ク
フ

ホ
カ
ノ
モ
ノ

ミ
ス

キ
コ
ス

シ
ラ
ス

ヲ
ス

さ
て
物
を
見
も
聞
も
知
も
食
も
、
み
な
他
物
を
身
に
受
入
る
る
意
同
じ
き
故
に
、
見
と
も
聞
と
も
知
と
も
食
と
も
、
相
通
は
し

タ
モ

シ
ラ
ス

ヲ
ス

キ
コ
シ
メ
ス

て
云
こ
と
多
く
し
て
、
君
の
御
国
を
治
め
有
ち
坐
す
を
も
、
知
と
も
食
と
も
、
聞
看
と
も
申
す
な
り
。

と
、「
食
す
国
」
の
「
食
す
」
が
見
る
、
聞
く
、
知
る
な
ど
の
敬
語
と
並
立
す
る
身
体
性
を
示
す
と
い
う
原
理
を
説
い
て
お
り
、
注
目

さ
れ
る
。
続
い
て
折
口
信
夫
は
そ
の
「
食
す
」
が
天
つ
神
の
命
を
受
け
た
天
皇
が
行
う
田
の
祭
に
関
わ
る
こ
と
を
説
き
、
折
口
説
を
展

開
し
た
岡
田
精
司
は
「
食
す
国
」
を
大
嘗
祭
に
関
わ
る
も
の
と
位
置
付
け
た
。

ナ

天
子
様
が
、
す
め
ら
み
こ
と
と
し
て
の
為
事
は
、
此
国
の
田
の
生
り
物
を
、
お
作
り
に
な
る
事
で
あ
つ
た
。
天
つ
神
の
ま
た
し

を
お
受
け
し
て
、
降
臨
な
さ
れ
て
、
田
を
お
作
り
に
な
り
、
秋
に
な
る
と
ま
つ
り
を
し
て
、
田
の
成
り
物
を
、
天
つ
神
の
お
目
に

ヲ
ス
ク
ニ

か
け
る
、
此
が
食
国
の
ま
つ
り
ご
と
で
あ
る

（
５
）。（

折
口
信
夫
）

古
く
は
農
耕
民
の
収
穫
儀
礼
と
し
て
の
新
嘗
に
さ
か
の
ぼ
り
得
る
が
、
大
和
政
権
下
の
服
属
儀
礼
と
し
て
定
着
し
、
天
皇
即
位

の
た
め
の
大
嘗
祭
に
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
意
味
で
「
ニ
イ
ナ
メ＝

ヲ
ス
ク
ニ
儀
礼
」
と
捉
え
る

（
６
）。（

岡
田
精
司
）

そ
れ
ら
に
対
し
て
、
中
村
生
雄
は
、
御
贄
に
関
わ
る
食
国
の
儀
礼
と
農
耕
に
関
す
る
祭
と
が
大
嘗
祭
と
し
て
収
斂
し
て
い
っ
た
も
の

と
論
じ
、
井
上
亘
も
、「
四
方
国
の
贄
」
に
関
わ
る
食
国
之
政
と
王
権
の
農
耕
儀
礼
と
の
矛
盾
が
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
後
付
け

て
い
る
。食

国
の
儀
礼
と
は
、
大
化
前
代
の
地
方
豪
族
が
大
王
に
服
属
す
る
証
と
し
て
行
な
っ
た
御
贄
の
貢
進
に
由
来
す
る
も
の
で
、
そ

の
服
属
の
意
思
を
年
ご
と
の
収
穫
物
の
供
献
を
通
じ
て
継
続
的
に
表
現
す
る
。
大
嘗
祭
の
儀
礼
の
中
核
が
、
そ
う
し
た
律
令
以
前
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的
な
服
属
儀
礼
の
換
骨
奪
胎
の
結
果
で
あ
る

（
７
）。（

中
村
生
雄
）

食
国
之
政
が
農
耕
に
関
わ
り
、
山
海
之
政
が
贄
や
調
に
関
わ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
は
天
ツ
御
食
が
官
田
の
稲
と
大
和
・
四
方
国

の
贄
に
よ
っ
て
奉
仕
さ
れ
る
こ
と
と
よ
く
対
応
し
、
…
…
天
ツ
御
食
に
よ
る
国
食
し
は
本
来
、
全
国
支
配
の
象
徴
で
あ
る
よ
り
も

む
し
ろ
、
国
・
山
・
海
が
生
成
す
る
モ
ノ
の
摂
取
を
通
し
て
そ
れ
ら
の
占
有
を
確
認
し
た
も
の
と
い
え
る
。
…
…
王
権
の
食
国
と

四
方
国
の
食
国
と
は
並
立
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
元
来
「
四
方
国
の
食
国
」
と
い
う
語
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を

克
服
し
た
と
こ
ろ
に
律
令
国
家
が
成
立
す
る

（
８
）。（

井
上
亘
）

要
す
る
に
、
中
村
生
雄
、
井
上
亘
の
指
摘
は
、
食
国
の
儀
礼
が
折
口
、
岡
田
論
で
は
農
耕
を
核
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、

御
贄
に
関
わ
る
祭
と
農
耕
に
関
す
る
祭
と
の
二
つ
の
位
相
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
村
生
雄
、

井
上
亘
の
論
は
、
当
該
の
応
神
記
で
、
天
皇
か
ら
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
と
オ
ホ
サ
ザ
キ
と
が
「
天
つ
日
継
」
と
「
食
す
国
の
政
」
の

分
掌
を
言
い
渡
さ
れ
、
そ
の
後
に
そ
の
二
人
の
皇
子
が
海
人
の
持
ち
来
る
「
大
贄
」
を
受
け
取
ら
ず
に
皇
位
継
承
を
譲
り
合
っ
た
と
い

う
話
と
も
リ
ン
ク
す
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
「
贄
」「
大
贄
」
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
神
武
記
（
紀
）
で
天
皇
が
熊
野
か
ら
吉
野
川
の
下
流
に
至
っ
た
際
に
、
国
つ
神
で

く

ず

阿
陀
の
鵜
養
の
祖
で
あ
る
と
い
う
「
贄
持
の
子
」
が
服
従
し
、
応
神
記
で
は
吉
野
の
国
主
（
国
栖
）
が
国
主
の
奏
で

か

し

ふ

よ
こ
す

う
ま
ら

白
橿
の
生
に

横
臼
を
作
り

横
臼
に

醸
み
し
大
神
酒

美
味
ら
に

聞
し
飲
せ

ま
ろ
が
父
（
古
事
記
歌
謡
四
八
）

「
此
の
歌
は
国
主
等
が
大
贄
を
献
る
時
々
に
…
…
詠
ふ
歌
」
と
い
う
記
述
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

応
神
紀
一
九
年
一
〇
月
で
は
、
古
事
記
歌
謡
四
八
と
同
様
の
歌
謡
が
記
載
さ
れ
、
こ
れ
よ
り
後
に
「
栗
、
菌
、
年
魚
の
類
」
が
献
ら

れ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
諸
注
が
引
く
よ
う
に
、
延
喜
式
宮
内
式
に
「
凡
諸
節
会
、
吉
野
国
栖
献
御
贄
奏
歌
笛
」
な
ど
の
記

録
に
対
応
し
て
い
る
。
他
に
は
、
平
安
朝
の
神
楽
歌
「
薦
枕
」
に
鴫
を
捕
獲
す
る
「
贄
人
」
の
例
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
「
贄
」 八



「
大
贄
」
は
海
人
や
国
主
の
よ
う
な
山
人
な
ど
の
献
上
品
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
点
で
言
え
ば
、「
贄
」「
大
贄
」
は
応
神

記
で
天
皇
が
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
に
与
え
た
「
山
海
の
政
」
の
職
掌
に
相
当
し
、
同
記
で
後
に
「
海
部
、
山
部
、
山
守
部
、
伊
勢
部
を
定
め
」

た
と
い
う
記
事
と
も
呼
応
す
る
。「
山
海
の
政
」
の
職
掌
は
、
反
乱
を
起
こ
し
た
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
を
誅
殺
し
た
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ

と
オ
ホ
サ
ザ
キ
に
継
承
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
前
述
の
二
人
の
皇
子
に
対
す
る
海
人
の
持
ち
来
る
「
大
贄
」
の
話
に
展
開
す
る
。

前
掲
の
よ
う
に
、「
贄
」「
大
贄
」に
関
し
て
中
村
生
雄
、
井
上
亘
論
文
が
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
が
、
か
つ
て
林
屋
辰
三
郎
が「
御

贄
」「
大
贄
」
そ
し
て
「
贄
人
」
を
芸
能
の
発
生
の
視
座
か
ら
取
り
上
げ
て
い
た

（
９
）

こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

三
、
芸
能
と
王
権

林
屋
辰
三
郎
は
、
右
に
引
用
し
た
古
事
記
や
延
喜
式
宮
内
式
の
国
栖
の
奏
の
記
事
に
あ
る
「
大
贄
」「
御
贄
」
の
記
述
に
注
目
し
、

新
撰
姓
氏
録
の
「
国
栖
」
の
項
で
国
栖
の
奏
の
起
源
を
別
に
允
恭
天
皇
代
と
伝
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
在
地
側
の
伝
承
と
推
測
す
る
。

く
ち
つ
づ
み

わ
ざ

古
事
記
の
国
栖
の
奏
で
は
「
口
鼓
を
撃
ち
て
、
伎
を
為
て
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
然
所
作
が
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、

わ
ら

日
本
書
紀
で
は
同
様
の
所
作
に
加
え
て
「
仰
ぎ
咲
ふ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
神
武
即
位
前
紀
の
来
目
歌
の
「
今
は
よ

今
は
よ
…
…
」
（
書

紀
歌
謡
一
〇
）
が
「
天
を
仰
ぎ
て
咲
ふ
」
と
あ
る
の
と
重
な
る
。
こ
の
「
咲
ふ
」
行
為
は
、
古
事
記
の
天
の
岩
戸
で
の
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ

の
所
作
に
対
す
る
八
百
万
の
神
々
の
「
咲
ひ
」
に
も
通
じ
て
い
る
。
古
代
歌
謡
全
注
釈
日
本
書
紀
編
で
は
、
神
武
紀
の
来
目
歌
の
場
合

は
「
敵
ま
た
は
悪
魔
を
圧
服
す
る
た
め
の
呪
術
的
笑
い
」
で
、
応
神
紀
の
国
栖
の
奏
の
笑
い
は
「
寿
福
を
招
き
寄
せ
る
意
味
を
持
つ
呪

法
」
と
差
異
化
す
る
。
状
況
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
差
異
が
認
め
ら
れ
る
が
、
天
の
岩
戸
の
「
咲
ふ
」
に
関
し
て
旧
稿
で
言
及
し
た
よ
う

に
、「
咲
ふ
」
は
お
し
な
べ
て
世
界
の
変
動
を
示
す
表
象
語
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る（
１０
）。

国
栖
の
奏
で
言
え
ば
、「
口
鼓
を
撃
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ち
て
、
伎
を
為
て
」
と
と
も
に
、
そ
の
「
咲
ふ
」
所
作
は
天
の
岩
戸
で
ア
マ
テ
ラ
ス
の
再
生
を
も
た
ら
し
た
よ
う
に
、
応
神
朝
の
王
権

の
活
性
化
を
促
す
と
と
も
に
、
後
世
ま
で
も
大
嘗
祭
で
奏
さ
れ
、
天
皇
即
位
儀
礼
の
一
環
と
し
て
、
世
界
の
秩
序
の
再
構
築
と
い
う
役

割
を
担
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
古
事
記
で
は
「
国
主
等
が
大
贄
を
献
る
時
々
に
…
…
詠
ふ
歌
」
と
「
詠
歌
」
と
い
う
表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目

さ
れ
る
。「
詠
」
や
「
詠
歌
」
は
古
事
記
清
寧
記
で
ヲ
ケ
ノ
命
の
名
告
り
の
舞
の
歌
謡
に
対
し
て
「
詠
」、
万
葉
集
巻
一
六
の
「
乞
食
者

の
詠
」
な
ど
、
舞
や
芸
能
を
伴
う
と
想
定
さ
れ
る
も
の
に
用
い
ら
れ
る
表
記
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
旧
稿
で
「
詠
」
を
検
証
し
、

次
の
よ
う
に
結
論
し
た
。

詠
は
舞
を
伴
い
、
か
つ
漢
詩
文
の
音
読
に
基
づ
い
た
独
特
な
発
声
法
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
別
に
言
え
ば
、
漢
詩
文
の
発
声
法
に

は
、
内
容
的
な
差
異
を
超
越
す
る
、
異
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
声
の
呪
性
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
と
言
え
る（
１１
）。

「
詠
」
の
個
別
的
な
用
例
の
考
証
は
旧
稿
に
譲
る
と
し
て
、「
詠
」
に
対
す
る
総
括
的
結
論
は
右
に
尽
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を

援
用
し
、
前
述
の
「
咲
ふ
」
所
作
を
含
め
て
国
栖
の
奏
の
「
詠
歌
」
を
考
え
る
な
ら
ば
、
異
界
、
あ
る
い
は
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

声
の
呪
性
に
よ
っ
て
、
世
界
の
秩
序
の
再
構
築
を
図
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

国
栖
が
奏
と
と
も
に
山
の
「
大
贄
」
の
献
上
を
行
っ
た
の
に
対
し
、
海
人
の
「
大
贄
」
は
前
掲
の
応
神
記
（
紀
）
の
他
に
も
、
神
代

記
で
は
サ
ル
タ
ヒ
コ
を
起
源
と
し
て
猿
女
君
等
が
給
う
「
島
の
速
贄
」
が
あ
っ
た
と
い
う
。

あ

ざ

か

い
ま

す
な
ど
り
し

く

う
し
ほ

其
の
猿
田
毘
古
神
、
阿
耶
訶
に
坐
し
し
時
に
、
漁
為
て
、
ひ
ら
ぶ
貝
に
其
の
手
を
咋
ひ
合
さ
え
て
、
海
塩
に
沈
み
溺
れ
き
。
…

は
た

…
是
に
、
猿
田
毘
古
神
を
送
り
て
還
り
到
り
て
、
乃
ち
悉
く
鰭
の
広
物
、
鰭
の
狭
物
を
追
ひ
聚
め
て
、
…
…
是
を
以
て
、
御
世
に

は
や
に
へ

さ
る
め
の

速
贄
を
献
る
時
に
、
猿
女
君
等
に
給
ふ
ぞ
。（
神
代
記
）

右
の
記
事
は
古
事
記
注
釈
な
ど
が
説
く
よ
う
に
、
サ
ル
タ
ヒ
コ
の
沈
み
溺
れ
る
様
を
滑
稽
な
演
劇
風
に
記
し
つ
つ
、
祈
年
祭
祝
詞
な

一
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み

け

ど
に
あ
る
常
套
句
「
鰭
の
広
物
、
鰭
の
狭
物
」
を
用
い
、
島
（
志
摩
）
の
「
贄
」
の
献
上
を
表
し
て
い
る
。
志
摩
は
万
葉
集
に
「
御
食

つ
国

志
摩
」（
六
・
一
〇
三
三
）
と
歌
わ
れ
、
あ
る
い
は
隣
接
す
る
伊
勢
が
「
御
食
つ
国

神
風
の

伊
勢
の
国
」（
一
三
・
三
二
三

四
）
と
あ
る
よ
う
に
、
贄
を
献
上
す
る
代
表
的
地
域
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、「
速
贄
」
は
初
物
の
贄
（
古
事
記
伝
）
と
す
る
の
が
妥

み
つ
き

当
で
あ
る
。
ま
た
、
万
葉
集
に
は
「
御
食
つ
国

日
の
御
調
と

淡
路
の

野
島
の
海
人
の
」（
六
・
九
三
三
）
と
も
歌
わ
れ
、
淡
路

も
志
摩
、
伊
勢
に
並
ぶ
「
御
食
つ
国
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
と
対
応
す
る
記
載
と
し
て
は
、
延
喜
式
内
膳
司
に
「
諸
国

貢
進
御
贄
」
が
志
摩
の
他
、
大
和
、
若
狭
、
紀
伊
、
淡
路
か
ら
句
料
と
し
て
送
ら
れ
、
節
料
と
し
て
は
畿
内
六
国
と
、
志
摩
、
参
河
、

若
狭
、
紀
伊
、
淡
路
の
諸
国
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
御
食
つ
国
」
の
「
御
食
」
に
関
し
て
は
、
仲
哀
記
に
御
子
で
あ
る
太

子
（
応
神
）
が
角
鹿
に
巡
行
し
た
際
に
、
土
地
の
神
と
の
名
替
え
の
結
果
、
土
地
の
神
に
「
御
食
津
大
神
」
と
名
付
け
た
と
い
う
話
が

想
起
さ
れ
、
そ
の
話
と
連
動
し
て
応
神
記
の
ヤ
ガ
ハ
ヘ
ヒ
メ
へ
の
天
皇
の
求
婚
歌
と
さ
れ
る
歌
が
歌
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
も

つ
ぬ
が

い
づ
く

い

ち

ぢ

み
ほ
ど
り

か
づ

こ
の
蟹
や

い
づ
く
の
蟹

百
伝
ふ

角
鹿
の
蟹

横
去
ら
ふ

何
処
に
至
る

伊
知
遅
島

美
島
に
著
き

鳰
鳥
の

潜
き
息

づ
き

し
な
だ
ゆ
ふ

さ
さ
な
み
道
を

す
く
す
く
と

我
が
い
ま
せ
ば
や

…
…
（
古
事
記
歌
謡
四
二
）

応
神
記
の
歌
謡
四
二
に
関
し
て
は
、
古
く
厚
顔
抄
が
「
是
ハ
御
肴
ニ
蟹
ノ
有
ケ
ル
ニ
託
シ
テ
出
サ
セ
タ
マ
ヒ
テ
」
と
そ
の
饗
宴
の
場

で
出
さ
れ
た
「
蟹
」
の
馳
走
に
因
ん
で
歌
い
出
さ
れ
た
と
説
き
、
そ
の
説
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
記
紀
歌
謡
全
講
が
蟹
の
舞

と
し
て
演
じ
ら
れ
た
と
の
案
を
提
示
し
た
。
全
講
の
考
え
を
踏
ま
え
て
田
辺
幸
雄
が
歌
謡
四
二
の
背
後
に
蟹
舞
の
芸
能
を
想
定
し
た
見

解
を
展
開
し（
１２
）、

現
在
で
も
か
な
り
の
諸
注
が
田
辺
説
を
基
本
的
に
は
支
持
し
て
い
る
。
一
方
、
古
橋
信
孝
は
そ
の
よ
う
な
古
事
記
の
記

述
の
背
後
に
演
劇
的
所
作
を
想
定
す
る
方
向
性
を
批
判
し
、
巡
行
叙
事
の
神
謡
と
い
う
視
座
か
ら
当
該
歌
謡
な
ど
を
読
み
直
し
た

（
１３
）。

三

浦
佑
之
は
古
橋
論
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
、
当
該
歌
謡
の
歌
詞
の
分
析
を
通
し
て
神
謡
の
「
も
ど
き
」
と
し
て
「
蟹
男
」
な
ど
の
滑
稽

な
舞
を
想
定
し
て
論
を
展
開
し
た

（
１４
）。

今
の
と
こ
ろ
、
三
浦
論
文
が
最
も
妥
当
性
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
儀
礼
と
し
て
は
、
仲
哀
記
の
角

「天つ日継」と「食す国の政」―ウヂノワキイラツコとオホサザキ―
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鹿
の
御
食
津
神
か
ら
の
「
贄
」
に
関
わ
る
芸
能
を
伴
う
歌
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
歌
謡
四
二
に
よ
り
応
神
と
ヤ
ガ
ハ
ヘ
ヒ
メ
と
の
聖
婚
が
成
立
し
、
そ
の
結
果
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ

ツ
コ
が
誕
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
は
歌
謡
四
二
と
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
誕
生
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
意
を
用
い
て
は

来
な
か
っ
た
。
斎
藤
英
喜
は
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
を
産
ん
だ
ヤ
ガ
ハ
ヘ
ヒ
メ
が
和
邇
氏
出
身
で
、
和
邇
氏
と
芸
能
者
が
関
わ
る
と

い
う
折
口
説
な
ど
を
援
用
し
て
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
と
芸
能
者
の
道
筋
を
説
い
て
い
る

（
１５
）

が
、
和
邇
氏
と
芸
能
者
と
い
う
仮
説
に
立

つ
論
は
危
う
さ
が
あ
る
。
そ
の
他
に
、
蟹
に
関
わ
る
芸
能
と
皇
子
誕
生
と
は
一
見
何
の
繋
が
り
も
見
ら
れ
そ
う
に
な
い
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
が
、
こ
こ
で
歌
謡
四
二
と
対
比
さ
れ
る
万
葉
集
巻
一
六
の
「
乞
食
者
の
詠
」
の
「
蟹
の
歌
」
を
参
照
し
て
み
る
。

な
に
は

を

え

い
ほ

な
ま

を

わ

お
し
照
る
や

難
波
の
小
江
に

廬
作
り

隠
り
て
居
る

葦
蟹
を

大
君
召
す
と

何
せ
む
に

吾
を
召
す
ら
め
や

明
け
く

吾
が
知
る
こ
と
を

歌
人
と

吾
を
召
す
ら
め
や
…
…
（
三
八
八
六
）

周
知
の
通
り
、
歌
謡
四
二
や
万
葉
集
巻
一
六
の
「
乞
食
者
の
詠
」
の
「
蟹
の
歌
」
な
ど
は
、
歌
の
冒
頭
の
「
蟹
」
か
ら
「
我
が
」
「
吾
」

へ
と
所
謂
人
称
転
換
が
行
わ
れ
る
点
に
お
い
て
も
通
じ
て
い
る
の
だ
が
、
人
称
転
換
に
つ
い
て
、
か
つ
て
旧
稿
で
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

人
称
転
換
の
原
初
的
姿
は
、
俳
優
や
語
部
な
ど
に
神
霊
或
い
は
精
霊
が
乗
り
移
り
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
至
る
過
程
に
生
じ
る
言
語
現

象
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
は
三
人
称
と
一
人
称
の
混
淆
に
よ
り
、
個
が
同
時
に
共
同
幻
想
た
る
神
で
あ
り
得
る
と
い
う
世
界
を

現
出
す
る（
１６
）。

右
は
人
称
転
換
の
原
理
論
で
、
そ
の
表
現
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
歌
は
、
本
質
的
に
は
神
謡
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
右
の

考
え
を
援
用
し
て
歌
謡
四
二
を
見
た
場
合
に
は
、
前
掲
の
古
橋
論
文
と
同
様
に
当
該
歌
謡
は
神
謡
と
い
う
結
論
に
至
る
。
し
か
し
、
三

浦
論
文
が
古
橋
論
文
を
批
判
し
た
よ
う
に
、
表
現
か
ら
見
た
場
合
に
歌
謡
四
二
は
原
初
の
神
謡
か
ら
は
か
な
り
隔
た
り
が
見
ら
れ
、
神

謡
の
も
ど
き
、
即
ち
、
芸
能
化
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
と
は
言
え
、
歌
謡
四
二
が
角
鹿
地
域
と
い
う
外
部
に
発
す
る
「
贄
」
に
関
わ
る

一
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芸
能
で
、
巡
行
叙
事
的
神
謡
に
遡
源
し
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
神
謡
に
基
づ
く
芸
能
を
贈
与
さ
れ
て
謡
う
こ
と
は
、
王
権

が
そ
の
地
域
や
氏
族
に
相
当
す
る
外
部
を
取
り
込
み
支
配
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
結
果
が
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
誕
生
を
も
た

ら
し
、
そ
れ
は
正
に
王
権
に
よ
る
新
た
な
外
部
の
獲
得
と
い
う
歴
史
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
、
仲
哀
記
の
御
子（
応
神
）

の
角
鹿
巡
行
に
端
を
発
し
て
お
り
、
応
神
記
の
三
皇
子
の
分
掌
か
ら
遡
る
と
こ
ろ
の
天
皇
の
宇
遅
巡
行
、
歌
謡
四
二
を
経
て
、
日
継
と

な
る
は
ず
の
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
誕
生
と
い
う
古
事
記
の
記
述
の
連
続
性
を
生
み
出
し
た
。

を

四
、「
食
す
国
」
と
「
日
継
」
―
神
代
記
・
神
武
記
・
応
神
記
―

応
神
記
の
三
皇
子
の
分
掌
が
神
代
記
の
三
貴
子
の
分
治
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（
１７
）。

神
代
記
で

は
イ
ザ
ナ
ギ
が
禊
で
化
生
し
た
三
貴
子
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
「
高
天
原
」、
ツ
ク
ヨ
ミ
に
「
夜
の
食
国
」、
ス
サ
ノ
ヲ
に
「
海
原
」
の
支
配

を
命
じ
た
の
に
対
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
応
神
記
で
は
応
神
天
皇
が
三
皇
子
、
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ

ツ
コ
に
そ
れ
ぞ
れ
「
海
山
の
政
」、「
食
す
国
の
政
」、「
天
つ
日
継
」
と
い
う
分
掌
を
与
え
た
と
あ
る
。

一
方
、
日
本
書
紀
で
は
応
神
紀
四
〇
年
正
月
に
、
応
神
記
と
同
様
に
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
の
二
皇
子
に
兄
弟
の
年
長
、
年

少
の
い
ず
れ
が
愛
し
い
か
を
問
う
て
、
結
果
的
に
は
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
を
「
太
子
」「
継
」
と
し
、
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
に
「
山
川
林

つ
か
さ
ど

た
す
け

野
を
掌
ら
し
め
」、
オ
ホ
サ
ザ
キ
を
「
太
子
の
輔
と
し
て
国
事
を
知
ら
し
め
」
た
と
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
代
紀
五
段
で
は
三
貴

子
の
分
治
を
様
々
に
記
述
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
神
代
記
を
含
め
て
図
式
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ア
マ
テ
ラ
ス
（
日
神
）

ツ
ク
ヨ
ミ
（
月
神
）

ス
サ
ノ
ヲ

古
事
記

高
天
原

夜
の
食
す
国

海
原

「天つ日継」と「食す国の政」―ウヂノワキイラツコとオホサザキ―
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な
ら

書
紀
正
文

天
上

日
に
配
べ
て
治
ら
す

根
の
国
追
放

書
紀
一
書
の
一

天
地

天
地

根
の
国

書
紀
一
書
の
二

（
天
上
）

（
天
上
）

根
の
国

書
紀
一
書
の
六

高
天
原

青
海
原

天
の
下
（
治
め
ず
）

書
紀
一
書
の
十
一

高
天
原

日
に
配
べ
て
天
の
事
を
治
ら
す

青
海
原
、
根
の
国

応
神
紀
四
〇
年
の
記
事
の
中
で
、
特
に
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
を
「
太
子
」「
継
」、
オ
ホ
サ
ザ
キ
を
「
太
子
の
輔
」
と
す
る
の
と
対

応
す
る
の
は
、
神
代
紀
正
文
と
一
書
十
一
の
ア
マ
テ
ラ
ス
を
「
天
上
」「
高
天
原
」、
ツ
ク
ヨ
ミ
を
「
日
に
配
べ
て
」
と
す
る
記
事
だ
が
、

神
代
紀
の
三
貴
子
誕
生
の
仕
方
が
、
正
文
で
は
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
結
婚
に
よ
り
、
一
書
の
十
一
で
は
イ
ザ
ナ
ギ
の
禊
に
よ
る
と

の
差
異
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
神
代
紀
で
は
出
生
順
が
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ツ
ク
ヨ
ミ
、
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
る
の
に
対
し
、
応
神
紀
で
は
オ
ホ
ヤ

マ
モ
リ
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
と
そ
の
順
が
逆
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
古
事
記
で
も
同
様
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
と
も
に
、
応
神
記
（
紀
）
の
三
皇
子
分
掌
は
、
神
代
記
（
紀
）
の
三
貴
子
分
治
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

そ
れ
を
反
転
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
神
代
記
（
紀
）
の
三
貴
子
分
治
で
は
一
旦
は
秩
序
を
も
た
ら
し
つ
つ
も
、
そ
の
後
の

ス
サ
ノ
ヲ
の
ア
マ
テ
ラ
ス
へ
の
乱
暴
行
為
と
い
う
外
部
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
り
ア
マ
テ
ラ
ス
天
の
石
戸
隠
れ
の
混
沌
が
招
来
し
、
ア

マ
テ
ラ
ス
の
天
の
石
戸
か
ら
の
出
現
で
秩
序
回
復
が
図
ら
れ
る
。
神
代
記
（
紀
）
の
三
貴
子
の
中
で
は
、
「
夜
の
食
国
」
あ
る
い
は
「
日

に
配
べ
て
」
治
ら
す
と
さ
れ
た
ツ
ク
ヨ
ミ
の
存
在
が
希
薄
な
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
、
書
紀
一
書
の
十
一
に
お
い
て
ウ
ケ
モ
チ
ノ
神
を

殺
害
し
て
穀
物
を
も
た
ら
す
と
い
う
神
話
が
語
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
も
、
応
神
記
（
紀
）
で
「
食
国
の
政
」
や
「
太
子
の
輔
」

を
命
じ
ら
れ
た
オ
ホ
サ
ザ
キ
と
は
一
線
を
画
す
。
応
神
記
（
紀
）
で
三
皇
子
が
皇
位
を
争
い
、
譲
り
合
う
と
い
う
面
で
対
比
さ
れ
る
の

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
神
武
記
の
天
皇
崩
御
後
の
記
事
で
あ
る
。

一
四



神
武
記
に
よ
れ
ば
、
天
皇
崩
御
後
、
皇
子
の
中
で
庶
兄
タ
ギ
シ
ミ
ミ
が
反
乱
を
起
こ
し
、
そ
れ
を
鎮
定
し
た
の
が
カ
ミ
ヤ
ヰ
ミ
ミ
、

カ
ミ
ヌ
ナ
カ
ハ
ミ
ミ
の
兄
弟
で
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
兄
カ
ミ
ヤ
ヰ
ミ
ミ
は
臆
し
て
戦
う
こ
と
が
出
来
ず
に
、
弟
カ
ミ
ヌ
ナ
カ
ハ

や
つ
か
れ

な
が
み
こ
と

い
は
ひ
び
と

ミ
ミ
が
戦
い
に
勝
利
し
た
。
そ
こ
で
兄
カ
ミ
ヤ
ヰ
ミ
ミ
は
弟
カ
ミ
ヌ
ナ
カ
ハ
ミ
ミ
に
皇
位
を
譲
り
、「
僕
は
、
汝
命
を
扶
け
、
忌
人

と
為
て
仕
へ
奉
ら
む
」
と
言
い
、
弟
カ
ミ
ヌ
ナ
カ
ハ
ミ
ミ
が
皇
位
を
継
い
だ
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
日
本
書
紀
綏
靖
即
位
前
紀
の
当
該

た
す
け

つ
か
さ
ど
り
ま
つ

記
事
は
「
吾
は
汝
の
輔
と
為
て
、
神
祇
を
奉

典
ら
む
」
と
ま
を
し
た
と
い
い
、
そ
れ
を
参
照
す
れ
ば
、
神
武
記
の
「
忌
人
」
は
神
祇

を
奉
典
す
る
神
主
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、「
忌
人
」
の
イ
ハ
ヒ
は
、
神
武
即
位
前
紀
に
丹
生
の
川
上
で
の
神
祭
り
に

際
し
て
「
斎
主
（
イ
ハ
ヒ
）」、「
顕
斎
（
ウ
ツ
シ
イ
ハ
ヒ
）」
を
定
め
た
と
い
う
イ
ハ
ヒ
と
同
様
、
潔
斎
し
て
神
祭
り
を
行
う
役
を
指
す
。

お

ほ

カ
ミ
ヤ
ヰ
ミ
ミ
は
そ
の
後
記
紀
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
子
孫
と
さ
れ
る
一
族
の
中
に
記
紀
と
も
に
、
意
富
氏
（
多

ち
ひ
さ
こ
べ
の
む
ら
じ

さ
ざ
き
の
お
み

臣
）、
小
子
部
連
、
雀
部
臣
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

意
富
氏
は
太
安
万
侶
の
一
族
で
あ
り
、
多
氏
系
図
の
中
で
「
多
自
然
麻
呂
」
の
条
に
「
始
伝
歌
舞
両
道
」
と
見
え
、
注
釈
な
ど
が
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
安
万
侶
が
宮
廷
歌
舞
の
伝
承
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」。
小
子
部
連
は
雄
略
紀
六
年
三
月
、
霊
異
記

す
が
る

上
巻
一
縁
に
一
族
の
栖
軽
の
話
が
語
ら
れ
、
宮
廷
の
侏
儒
の
管
理
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
天
武
紀
四
年
二
月
に
「
諸
国
の
百
姓
の
能

わ
ざ
ひ
と

く
歌
う
男
女
、
侏
儒
・
伎
人
を
選
び
、
貢
上
れ
」と
い
う
記
事
に
関
わ
る
芸
能
に
携
わ
る
一
族
で
も
あ
る
。
雀
部
臣
は
オ
ホ
サ
ザ
キ（
大

雀
）
の
名
代
で
あ
っ
た
と
も
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
カ
ミ
ヤ
ヰ
ミ
ミ
の
子
孫
に
歌
舞
芸
能
や
贄
な
ど
に
関
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
一
族
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

神
武
天
皇
崩
御
後
の
タ
ギ
シ
ミ
ミ
、
カ
ミ
ヤ
ヰ
ミ
ミ
、
カ
ミ
ヌ
ナ
カ
ハ
ミ
ミ
の
三
皇
子
と
応
神
崩
御
後
の
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
、
オ
ホ
サ

ザ
キ
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
三
皇
子
と
対
比
し
て
み
る
と
ど
う
か

（
１８
）。

長
兄
の
タ
ギ
シ
ミ
ミ
と
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
が
反
逆
し
、
末
弟
の

カ
ミ
ヌ
ナ
カ
ハ
ミ
ミ
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
が
そ
の
反
逆
を
鎮
圧
す
る
と
い
う
点
で
近
似
す
る
が
、
カ
ミ
ヤ
ヰ
ミ
ミ
が
カ
ミ
ヌ
ナ
カ

「天つ日継」と「食す国の政」―ウヂノワキイラツコとオホサザキ―
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ハ
ミ
ミ
に
皇
位
を
譲
る
の
に
対
し
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
が
譲
り
合
い
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
「
崩
」
に
よ
っ

て
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
が
皇
位
継
承
す
る
と
い
う
点
で
は
差
異
が
あ
る
。
た
だ
し
、
応
神
天
皇
の
命
じ
た
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
神
武
と
応
神

の
皇
子
の
皇
位
継
承
は
一
致
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
古
事
記
中
巻
初
め
の
神
武
と
中
巻
最
後
の
応
神
と
が
対
応
し
つ
つ
、

異
な
る
展
開
も
示
し
て
い
く
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

こ
れ
は
、
神
武
と
応
神
の
王
権
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
神
武
と
応
神
と
も
に
、
日
向
・
筑
紫
と
い
う
九
州

か
ら
発
し
て
倭
に
入
ろ
う
と
し
て
、
倭
の
勢
力
と
の
戦
い
に
勝
利
し
て
倭
の
都
で
即
位
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
神
武

が
日
向
か
ら
倭
と
い
う
版
図
に
留
ま
る
の
に
対
し
て
、
応
神
は
韓
半
島
と
い
う
外
部
を
含
め
た
版
図
に
拡
大
し
て
い
る
点
で
は
差
異
が

か
ら
か
ぬ
ち

く
れ
は
と
り

認
め
ら
れ
る
。
特
に
応
神
記
で
は
、
百
済
の
朝
貢
、
新
羅
人
の
来
朝
、
和
邇
吉
師
に
よ
る
論
語
、
千
字
文
の
貢
進
、
手
人
韓
鍛
、
呉
服

の
貢
上
な
ど
が
記
述
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
応
神
紀
で
は
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
が
王
仁
な
ど
に
、
経
書
、
典
籍
な
ど
の
儒
教
の
書
籍

を
学
ん
だ
記
事
が
見
ら
れ
る
。
呉
哲
男
が
こ
れ
ら
応
神
紀
の
記
述
か
ら
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
が
儒
教
を
体
現
し
た
人
物
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

（
１９
）

の
は
納
得
さ
れ
る
。
応
神
記
、
応
神
紀
と
も
に
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
な
ど
の
儒
教
受
容
を
含
め
て

韓
半
島
と
い
う
外
部
を
取
り
込
む
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
神
武
記
（
紀
）
と
の
差
異
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
応
神
王
朝
の
新
た
な

面
を
強
調
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
別
の
観
点
か
ら
神
野
志
隆
光
は
、
神
武
記
に
お
け
る
「
天
の
下
の
政
」
の
詔
が
、
応
神
記
に
及

ん
で
広
が
り
を
も
っ
て
完
結
し
て
い
る
と
説
い
て
い
る

（
２０
）。

要
す
る
に
、
応
神
記
の
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
三
皇
子
の
分
掌
は
、
神
代
記
の
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ツ

ク
ヨ
ミ
、
ス
サ
ノ
ヲ
三
貴
子
の
分
治
と
、
神
武
記
の
タ
ギ
シ
ミ
ミ
、
カ
ミ
ヤ
ヰ
ミ
ミ
、
カ
ミ
ヌ
ナ
カ
ハ
ミ
ミ
の
三
皇
子
の
記
事
の
双
方

を
踏
ま
え
つ
つ
、
韓
半
島
と
い
う
外
部
を
取
り
込
み
、「
食
す
国
」
と
「
日
継
」
を
め
ぐ
る
新
た
な
王
権
を
意
図
し
て
展
開
さ
せ
た
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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結

応
神
記
の
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
の
反
乱
鎮
定
後
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
天
の
下
の
譲
り
合
い
に
よ
り
、
大
贄
を
献
上

し
よ
う
と
し
た
海
人
が
右
往
左
往
し
た
と
い
う
。
既
述
し
た
通
り
、
皇
位
の
譲
り
合
い
は
清
寧
記
の
ヲ
ケ
・
オ
ケ
二
皇
子
に
よ
る
新
室

の
宴
で
の
舞
の
場
面
に
も
見
ら
れ
る
が
、
応
神
記
で
は
大
贄
献
上
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
大
贄
は
吉
野
の
国
栖
の
奏
に
お
い
て

も
見
ら
れ
た
が
、
一
般
的
に
は
山
海
の
貢
物
に
対
し
て
の
謂
で
、
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
が
分
掌
さ
れ
た
「
山
海
の
政
」
を
引
き
受
け
る
形
で

持
ち
出
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
も
前
述
し
た
よ
う
に
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
譲
り
合
い
の
末
、
応
神
記
で
は
ウ
ヂ
ノ

ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
「
崩
」、
応
神
紀
で
は
そ
の
「
自
死
」
と
い
う
顛
末
で
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
が
皇
位
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
崩
」
は
天
皇
に
対
す
る
記
載
と
し
て
一
般
的
だ
が
、
神
武
天
皇
の
兄
の
イ
ツ
セ
、
景
行
天
皇
皇
子
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
も
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
同
様
の
天
皇
に
準
じ
た
扱
い
を
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
応
神
記
の
記
述
に
従
え
ば
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
「
崩
」
を
受
け
て
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
が
「
山
海

の
政
」
を
含
め
た
「
食
す
国
の
政
」
と
「
天
つ
日
継
」
を
兼
ね
備
え
た
新
た
な
王
と
し
て
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
山
海
の

ま
も
り
び
と

政
」
は
神
代
記
に
お
い
て
は
、
ヤ
マ
サ
チ
で
あ
る
ホ
ヲ
リ
（
ホ
ホ
デ
ミ
）
が
ウ
ミ
サ
チ
で
あ
る
ホ
デ
リ
を
服
従
さ
せ
、
守
護
人
（
記
）、

わ
ざ
を
き

俳
優
（
紀
）
と
し
て
隼
人
舞
の
奉
仕
を
さ
せ
る
こ
と
を
指
す
。
さ
ら
に
、「
食
す
国
の
政
」
の
儀
礼
の
一
つ
に
「
大
贄
」
献
上
が
あ
る

な
ら
ば
、
神
武
記
で
天
皇
一
行
に
遭
遇
し
仕
え
た
と
い
う
吉
野
の
贄
持
之
子
、
吉
野
の
国
栖
の
祖
で
あ
る
と
さ
れ
る
石
押
分
之
子
な
ど

の
記
事
を
経
て
、
応
神
記
の
大
贄
献
上
の
際
に
奏
さ
れ
る
吉
野
の
国
栖
の
奏
が
、
隼
人
舞
と
と
も
に
、
大
嘗
祭
の
十
一
月
卯
の
日
に
行

わ
れ
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。

結
論
的
に
言
え
ば
、
応
神
記
の
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
三
皇
子
の
分
掌
さ
れ
た「
山
海
の
政
」、「
食
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す
国
の
政
」、「
天
つ
日
継
」
は
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
（
仁
徳
）
に
よ
っ
て
集
約
さ
れ
、
大
嘗
祭
の
起
源
の
一
つ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る

（
２１
）。

要
す
る
に
、
古
事
記
に
お
い
て
は
上
巻
神
代
記
と
中
巻
神
武
記
を
引
き
受
け
て
、
中
巻
応
神
記
で
大
嘗
祭
の
起
源
を
再
度
記

述
し
、
下
巻
仁
徳
記
へ
継
承
し
て
い
く
と
い
う
意
図
が
見
て
と
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、「
天
つ
日
継
」
を
継
ぐ
べ
き
と
命
じ
ら
れ
な

が
ら
、「
崩
」
じ
た
と
さ
れ
る
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
魂
を
鎮
定
す
る
た
め
に
歌
わ
れ
た
歌
が
、
万
葉
集
に
収
載
さ
れ
る
こ
と
に
も

な
っ
た
の
で
あ
る
。

宇
治
若
郎
子
宮
所
歌
一
首

い
も

つ
ま

ふ
る
ひ
と

妹
ら
が
り
今
木
の
嶺
に
茂
り
立
つ
夫
松
の
木
は
古
人
見
け
む
（
九
・
一
七
九
五
）

柿
本
人
麻
呂
歌
集
に
出
づ
と
さ
れ
る
歌
の
一
首
で
、「
古
人
」
や
「
見
け
む
」
の
主
体
に
異
説
が
生
じ
て
い
る
が
、
題
詞
か
ら
ウ
ヂ

ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
宮
所
を
歌
う
こ
と
に
よ
り
、
崩
じ
た
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
を
鎮
魂
し
た
歌
と
見
な
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
額
田

王
の
歌
と
さ
れ
る

か
り
ほ

秋
の
野
の
み
草
刈
り
葺
き
宿
れ
り
し
宇
治
の
都
の
仮
廬
し
思
ほ
ゆ
（
一
・
七
）

の
「
宇
治
の
都
」
も
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
宮
所
と
解
釈
す
る
説
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
万
葉
歌
の
中
に
お
い
て
も
ウ
ヂ
ノ

ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
事
跡
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
平
安
朝
の
源
氏
物
語
の
宇
治
十
帖
に
登
場
す
る
宇
治
の

八
宮
が
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
の
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る

（
２２
）。

本
稿
は
平
安
朝
ま
で
射
程
に
伸
ば
す
余
裕
は
な

い
が
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
魂
が
別
の
形
で
後
世
ま
で
語
り
継
が
れ
て
い
た
と
し
た
ら
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
も
、
ウ
ヂ

ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
が
「
天
つ
日
継
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
と
皇
位
を
譲
り
合
い
、
突
然
に
「
崩
」
じ
た
な
ど
と
い
う
応
神
記

（
紀
）
の
記
述
に
端
を
発
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

一
八



注（
１
）
吉
田
修
作
「
ホ
ム
チ
ワ
ケ
と
ホ
ム
ダ
ワ
ケ
ー
垂
仁
記
・
仲
哀
記
の
『
御
子
』
表
記
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
一
六
年
三
月
）。

（
２
）
神
田
秀
夫
『
古
事
記
の
構
造
』（
明
治
書
院

一
九
五
九
年
）、
三
浦
佑
之
「
聖
帝
へ
の
道
―
大
雀
か
ら
仁
徳
へ
」（『
神
話
と
歴
史
叙
述
』
若
草
書
房

一
九
九
八
年
）。

（
３
）
布
施
浩
之
は
、「
天
津
日
継
」
を
宗
教
的
・
祭
祀
的
側
面
を
掌
握
す
る
職
掌
と
す
る
「
応
神
記
・
大
雀
命
皇
位
継
承
論
―
古
事
記
中
巻
か
ら
下
巻
へ
の

意
識
」（『
日
本
文
学
論
究
』
五
三
号

一
九
九
四
年
三
月
）。

（
４
）
小
野
寛
「
家
持
の
皇
統
讃
美
の
表
現
―
『
あ
ま
の
ひ
つ
ぎ
』
―
」（『
論
集
上
代
文
学
』
第
二
冊

笠
間
書
院

昭
和
四
六
年
）。

（
５
）
折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
三
巻

中
央
公
論
社

一
九
九
五
年
）。

（
６
）
岡
田
精
司
「
大
化
前
代
の
服
属
儀
礼
と
新
嘗
―
食
国
（
ヲ
ス
ク
ニ
）
考
―
」（『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
塙
書
房

昭
和
四
五
年
）。

（
７
）
中
村
生
雄
「
即
位
儀
礼
―
王
の
誕
生
と
国
家
」（『
岩
波
講
座

天
皇
と
王
権
を
考
え
る
』
五
巻
―
王
権
と
儀
礼
―

二
〇
〇
二
年
）。

（
８
）
井
上
亘
「
天
皇
の
食
国
」（『
日
本
古
代
の
天
皇
と
祭
儀
』
吉
川
弘
文
館

平
成
一
〇
年
）。

（
９
）
林
屋
辰
三
郎
「
御
贄
と
芸
能
」「
国
栖
の
奏
」（『
古
代
藝
能
史
の
研
究
』
岩
波
書
店

昭
和
三
五
年
）。

（
１０
）
吉
田
修
作
「
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
〈
神
が
か
り
〉・〈
わ
ざ
を
き
〉
―
天
岩
戸
と
天
孫
降
臨
―
」（『
古
代
文
学
表
現
論
』
お
う
ふ
う

二
〇
一
三
年
）。

（
１１
）
吉
田
修
作
「『
詠
』
論
」（『
こ
と
ば
の
呪
性
と
生
成
』
お
う
ふ
う

一
九
九
六
年
）。

（
１２
）
田
辺
幸
雄
「
こ
の
蟹
や

い
づ
く
の
蟹
」（『
古
事
記
大
成
』
２
文
学
編

平
凡
社

昭
和
三
二
年
）。

（
１３
）
古
橋
信
孝
「
巡
行
叙
事
」（『
古
代
和
歌
の
発
生
』
東
大
出
版
会

一
九
八
八
年
）。

（
１４
）
三
浦
佑
之
「〈
こ
の
蟹
や
〉
考
」（『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

古
代
歌
謡
』
有
精
堂

昭
和
六
〇
年

所
収
）。

（
１５
）
斎
藤
英
喜
「
皇
子
と
異
教
―
菟
道
稚
郎
子
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
ー
」（『
語
文
』
八
一
号

平
成
三
年
一
一
月
）。

（
１６
）
吉
田
修
作
「
ほ
か
ひ
人
論
」
前
掲
書
（
注
１１
）。

（
１７
）
布
施
浩
之
前
掲
論
文
（
注
３
）、
井
上
亘
前
掲
書
（
注
８
）、
青
木
周
平
「
仁
徳
天
皇
論
」（『
古
事
記
研
究
大
系
６

古
事
記
の
天
皇
』
高
科
書
店

一

九
九
四
年
）、
山
崎
か
お
り
「
月
読
命
と
夜
之
食
国
」（『
国
学
院
雑
誌
』
一
一
五
巻
一
〇
号

平
成
二
六
年
一
〇
月
）
な
ど
。

（
１８
）
神
武
記
に
は
カ
ミ
ヤ
ヰ
ミ
ミ
の
兄
に
ヒ
コ
ヤ
ヰ
ミ
ミ
と
い
う
名
が
見
え
る
が
、
そ
の
後
の
話
に
登
場
し
な
い
の
で
、
神
武
崩
御
後
の
皇
位
継
承
者
は
実

「天つ日継」と「食す国の政」―ウヂノワキイラツコとオホサザキ―

一
九



質
的
に
は
三
皇
子
と
言
っ
て
よ
い
。
古
事
記
注
釈
で
も
、
カ
ミ
ヤ
ヰ
ミ
ミ
が
カ
ミ
ヌ
ナ
カ
ハ
ミ
ミ
へ
皇
位
を
譲
っ
た
こ
と
が
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
と
ウ
ヂ
ノ

ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
の
皇
位
の
譲
り
合
い
の
前
ぶ
れ
と
説
い
て
い
る
。

（
１９
）
呉
哲
男
「
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
に
つ
い
て
」（『
古
代
日
本
文
学
の
制
度
論
的
研
究
』
お
う
ふ
う

二
〇
〇
三
年
）。

（
２０
）
神
野
志
隆
光
「
応
神
天
皇
の
物
語
」（『
古
事
記
研
究
大
系
６

古
事
記
の
天
皇
』
高
科
書
店

一
九
九
四
年
）。

（
２１
）
歴
史
学
の
立
場
か
ら
脊
古
真
哉
が
、
践
祚
大
嘗
祭
と
い
う
即
位
儀
礼
か
ら
見
た
天
皇
の
二
面
性
と
し
て
、
統
治
を
示
す
「
食
す
国
」
と
神
性
を
意
味
す

る
「
天
つ
日
継
」
の
二
つ
の
位
相
を
論
じ
て
い
る
の
は
、
本
稿
と
も
関
わ
っ
て
い
て
興
味
深
い
（「
ア
マ
ツ
ヒ
ツ
ギ
と
ヲ
ス
ク
ニ
―
天
皇
の
二
面
性
と

即
位
儀
礼
―
」『
文
研
会
紀
要
』
二
号

一
九
九
一
年
）。

（
２２
）
梅
山
秀
幸
は
、
源
氏
物
語
河
海
抄
、
花
鳥
余
情
な
ど
の
説
を
受
け
て
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
か
ら
源
氏
物
語
宇
治
十
帖
の
宇
治
の
八
宮
へ
の
伝
承
の

流
れ
論
じ
て
い
る
「
宇
治

暗
闇
の
祭

私
説
―
宇
治
稚
郎
子

あ
る
い
は
悲
劇
の
一
族
」（『
か
ぐ
や
姫
の
光
と
影
』
人
文
書
院

一
九
九
一
年
）。

二
〇


